
 

 

  

 

 

○ 所属所（自治体）では、通常、 

・組合員(組合員（短期組合員を除く）が組合員資格取得届書を記入): ご本人が採用された日から 
・被扶養者(組合員が被扶養者申告書を記入): 組合員が被扶養者申告書を提出した日から 

 ５日以内  に、長崎県市町村職員共済組合に届出をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ マイナンバーカードを皆様の保険証として速やかに利用して頂けるよう、所属所
（自治体）へのマイナンバーの提出と被扶養者申告書へのマイナン
バーの記入をお願いします。 

○ 加入者情報の登録が完了し、マイナンバーカードが保険証として利用できるように
なっているかどうかは、裏面の方法で確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属所（自治体）の担当課から長崎県市町村職員共済組合に届出を提出
したあと、加入者情報の登録が完了し、マイナンバーカードが保険証として利用
できるようになるまでの期間の目安は次のとおりです。 

 マイナンバーを記載した届出 : 約 5 営業日 
 マイナンバーの記載のない届出: 約１５～２４営業日 

※ 記載されたマイナンバーが正しくない場合や必要な書類が揃っていない場合は、長崎県市
町村職員共済組合で確認を行う期間が別途必要になります。 

～新しく採用された方や被扶養者の認定手続きを行う皆様へ～ 

所属所（自治体）の担当課へのマイナンバーの提出と 

被扶養者申告書へのマイナンバーの記入をお願いします。 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○ 令和 6 年 12 月 2 日以降、ご自身の加入者情報の登録が完了し、マイナンバー

カードが保険証として利用できるようになっているかどうかは、以下の方法でも確認い

ただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○ マイナンバーの記載のない届書を提出された場合は、「資格情報のお知らせ」がお

手元に届いた場合でも、データ登録が完了していない場合があります。マイナンバー

カードで受診される際は、事前にマイナポータルでご確認ください。 

マイナポータルにログインした際、保険証情報が登録されている場合、加入者
情報登録は完了しており、マイナンバーカードを保険証として利用いただけます。 
医療機関等の受診の前にご活用ください。 

 届出提出後、被保険者番号等が

記載された「資格情報のお知らせ」

が、長崎県市町村職員共済組合

から所属所（自治体）の担当課を

経由して届きます。 

 マイナンバーを記載した届書を提

出した場合、この「資格情報のお

知らせ」が届いた方は加入者情報

の登録が完了しており、マイナンバ

ーカードを保険証としてご利用い

ただけます。(※) 
※ 住民基本台帳に生年月日を登録されていない方などは、マイナ 

ポータルでのご確認をお願いいたします。 
 


